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§1 対象施設 

1.1 長寿命化修繕計画の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 長寿命化修繕計画の対象橋梁（令和 7 年度） 
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長寿命化修繕計画の対象： 

・緊急輸送路に位置する橋梁 

・桁下に道路がある橋梁 

・観光地へのアクセス道路に位置する橋梁 

・バス路線等に位置する橋梁 

・市町村間を結ぶ路線に位置する橋梁 

・国道，主要地方道へのアクセス路線に位置する橋梁 

・近隣に重要な施設がある橋梁 

町道 1級  

うち令和 7年度計画策定橋梁数  

うちこれまでの計画策定橋梁数 

35 

全管理橋梁数 244 

合計 

33 40 171 

町道 その他 町道 2級 

15 

 61 11 

11 

11 61 35 うち計画の対象橋梁数 

15 

34 15 60 

１）背景 

２）目的 

橋梁長寿命化修繕計画を策定する。 

 そこで本町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、 

 このうち、建設後 50年を経過する橋梁は，全体の 72% 

を占めており、20年後の令和 27 年には、84%程度に増加 

する。 

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。 

を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。 

 コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策 

 

 

 

 このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的 

（84%） 

令和 27年度 

175橋 

令和 7年度 

 本町が管理する橋梁は，令和 7年度現在で 244 橋架設 

されている。 

 これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来の対 

症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架け 

替えに要する費用が増大となることが懸念される。 

（72%） 

206橋 

50 年以上 

72％ 

50 年未満 

28％ 

50 年未満 
16％ 

50 年以上 

84％ 

また、更なる維持管理の費用削減、効率化を図るため、「直営点検・修繕」、「集約化 

・撤去」、「新技術の活用」の対策方針の検討が必要となる。（令和４年度更新） 



 

 

1.3対象橋梁一覧表（令和 7 年 5 月時点） 
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§2 計画期間 

 

 

点検等で発覚した要対策橋に対して長寿命化を図る具体の修繕を行う期間を『短期計画』と

位置付け、今後５箇年で修繕計画を策定する。 

 

 

 

 計画の位置付け 計画策定対象 計画策定期間 

 短
期 

橋梁の長寿命化を図るた
めの年次点検・修繕計画 

点検：全管理橋 
修繕：点検等で発覚した 

要対策橋 

計画策定・全体計画見直
しの翌年度から 

５年程度 

長 

期 

将来の道路ネットワーク
の安全性の確保と、長期
の維持管理コスト縮減を
図るための最適予算計画 

全管理橋 

計画策定・全体計画見直
しの翌年度から短期・中
期を含む 

５０年間 

 

 

 

 計画の位置付け 計画の対象 計画の内容 計画策定期間 

  

短 
期 

既往の問題発生箇所
を解消するための修
繕計画 

・緊急対策が必要と
判断された橋梁 

・対象橋梁個別の修
繕計画 

５箇年 
(2025～2029年度) 

 中
期 

長寿命化維持管理を
軌道に乗せるための
修繕計画 

・点検により早期対
策が必要と判断さ
れた橋梁 

長
期 

管理橋を長寿命化し
て維持管理トータル
コストを縮減するた
めの予算計画 

・全管理橋 

・管理橋全体の長期
予算計画 

・健全度を指標とし
た管理目標値の設
定 

2025～2064年度 
（40箇年） 

※短期・中期を含む 

50年間 

 

 

 

§3 対策優先順位の考え方 

 

対策の優先順位は，橋全体の健全度（健全度評価値），重要度（重要度評価値）を総合的に

判断して決定する。 

 

 

 

表 3.5 維持管理計画策定の基本方針 

表 3.6 R7年度策定計画の方針 
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§4 対策方針 

 

4.1基本方針（費用削減） 

   限られた予算の中で、効率的に橋梁維持管理を実行するためには、路線の重要度を考慮し、

適切な点検・修繕を選定する必要がある。 

長期的なコスト削減を目標に、「直営点検・修繕」、「集約化・撤去」、「新技術の活用」

の活用を行う。 

 

4.2直営点検・修繕 

 職員の技術力向上の観点からも、橋梁点検車が不要、軽微な損傷の橋梁は、直営による点 

検及び修繕を行う。 

 

点検：年間 5 橋程度の直営点検を実施する。 

（令和 2 年度より実施） 

費用削減効果（令和 2 年度）：100 万円（20 万円×5 橋）削減 

      （令和 3 年度）：160 万円（32 万円×5 橋）削減 

      （令和 4 年度）： 70 万円（35 万円×2 橋）削減 

 

 修繕：軽微な鉄筋露出の損傷箇所は、断面修復を直営施工で実施する。 

（令和元年より実施） 

    費用削減効果（令和 3 年度）：104 万円削減 

          （令和 5 年度）：211 万円削減 

 

 

4.3集約化・撤去 

  人口減少や土地利用の変化など、社会構造の変化に伴う橋梁等の利用状況を踏まえ、地元住

民と調整をしながら、橋梁等の集約化・撤去の検討を行う。令和１０年度までに１橋程度の

撤去を検討し、今後１０年間の維持管理費用を１百万円程度、縮減を目標とする。 
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 4.4新技術の活用 

    大幅な品質向上やコスト縮減が図れる有効な新技術等は、新技術情報提供システム（NETIS）

を参考に比較検討を行い、修繕設計実施時に積極的に選定し、令和１１年度までに３例の新

技術活用と１百万円程度の縮減を目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§5 対策内容と実施時期及び対策費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対策費用は、設計・補修工事費用とし、点検費用は含めない。 

※R10 より、健全度Ⅱを対象とした予防保全対策を予定しているが、3 巡目点検（R5～R9）に 

おいて、健全度Ⅲとなったものを優先する。 
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